
　
戸
籍
は
、
明
治
以
来
、
和
紙
に
手
書
き
や
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
に
よ
り
縦
書
き
で
記
載

さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
六
年
十
二
月
の
戸
籍
法
の
改
正
に
よ
り
、
戸
籍
を
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
で
処
理
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。�

　
市
で
も
、
平
成
十
三
年
一
月
二
十
九
日
運
用
開
始
を
目
標
に
、
戸
籍
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
化
の
準
備
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
よ
り
速
く
正
確
に
戸
籍
が
作
成
さ
れ
、

証
明
書
が
発
行
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。�

証
明
書
の
発
行
が
�

速
く
な
り
ま
す
�

氏
名
の
文
字
を
�

一
部
置
き
換
え
、
�

該
当
者
に
通
知
し
ま
す
�

　
今
ま
で
の
戸
籍
は
、「
改
製
原
戸
籍
」と
し

て
市
役
所
に
百
年
間
保
存
さ
れ
ま
す
。「
改

製
原
戸
籍
」の
証
明
が
必
要
な
場
合
は
、
こ

れ
ま
で
の
除
籍
な
ど
と
同
様
に
、
申
請
に
よ

り
交
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。�

今
ま
で
の
戸
籍
は
�

１００
年
間
保
存
し
ま
す
�

　
戸
籍
の
証
明
書
の
様
式
が
変
わ
り
、
見
や

す
く
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
左
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。�

証
明
書
が
�

変
わ
り
ま
す
�

　
戸
籍
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
管
理
す
る
こ

と
で
、
証
明
書
を
発
行
す
る
ま
で
の
時
間
が

短
縮
さ
れ
ま
す
。�

　
今
ま
で
、
出
生
や
婚
姻
の
届
け
出
か
ら
戸

籍
が
で
き
る
ま
で
一
週
間
ほ
ど
か
か
り
ま
し

た
が
、
今
後
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
一
日

で
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。�

コンピュータ－から発行される戸籍の証明書�

　
戸
籍
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
登
録
す
る
時

に
使
用
で
き
る
文
字
は
、
常
用
漢
字
、
人
名

用
漢
字
、
そ
の
ほ
か
法
務
省
で
定
め
る
文
字

と
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
そ
の
た
め
、「
氏
」ま
た
は「
名
」が
辞
書
に

な
い
文
字
で
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
使

用
で
き
る
文
字
に
置
き
換
え
ま
す
。�

　
該
当
す
る
人
に
は
、
今
年
十
二
月
中
旬
に

「
お
知
ら
せ
」を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。�
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特集�

12月中旬に�

 お知らせ�
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●この特集のお問い合わせは、市民課（　  54－8152）へ�

丶� 丶�

コンピューター化によって変わること�コンピューター化によって変わること�

新しい証明書� 従来の証明書�

これまでの戸籍簿�

●戸籍証明書の変更点�

変 更 点�

証明書の名称�
および用紙の�
大 き さ�

書 式�

用 紙�

公 印�

手 数 料�

従来の証明（旧）�

戸籍謄本　Ｂ4�
戸籍抄本　Ｂ5�

文章形式・縦書き�
漢数字�

白紙�

朱肉印�

450円�

コンピューター化後（新）�

全部事項証明書　Ａ4�
個人事項証明書　Ａ4�

箇条書き・横書き�
算用数字�

偽造防止用紙�

黒色の電子公印�

450円（変更なし）�

■本籍および住所の地番号に支号（枝番）がある戸籍お
よび住民票については、「の」の表示を省略します。�
　例）２００番地の３　→　２００番地３�
これは、土地登記簿の地番号に「の」の表示がないので、
統一するためです。�
�

■「曙町」「曙一丁目」「曙二丁目」「貝塚町」については、
「曙」と「曙」、「塚」と「塚」を混在して使用していましたが、
「曙」「塚」に統一します。�

※戸籍の届書の受け付けや証明書の発行は、従来どおり市民課および各地区市民センター（中部を除く）で行います。�


